富山県民会館屋外ショーケース内広告掲載申込書（兼見積書）
富山県民会館に令和８年度の広告を掲載したいので、次のとおり申し込みます。

	申込年月日
	令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	申　込　者

所　在　地
	

	名　　　称
	

	代表者職氏名
	　　　　

	連　絡　先
	担当部署
	

	
	担当者氏名
	
	電話番号
	

	見　積　金　額


	金　　　　　　　　　　　　　　　円

【内　訳】
　　行政財産の使用料　　　　　　 　金44,000円

　　上記使用料を除く広告掲載料　（消費税及び地方消費税を含む）
　　行政財産の使用料　　　　　　 　金14,666円　


≪応募にあたっての注意事項≫

１　広告規格等の詳細は「富山県民会館屋外ショーケース内広告掲載業務実施要領」をご覧下さい。

２　広告内容等が「富山県民会館」への掲載にふさわしくない場合には、県から修正を依頼することがあります。

３　広告掲載にあたっては、行政財産の使用許可を受け、行政財産の使用料として、44,000円
（年額）を支払う必要があります。よって見積金額はこの使用料を超える額としてください。

※夜間に照明を利用される場合は、電気等、照明に必要な経費は、広告取扱業者の負担となりますので、
ご留意ください。
別紙様式








